
1 

 

育児・介護休業法の改正を踏まえた 

主な指針事項②（公布の日から１年６月以内施行）（案） 

 

 

１．妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関す

る事項について 

 

○ 個別の制度周知の内容について 

 

  出生時育児休業制度に関し、休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育

児休業給付及び育児休業（出生時育児休業含む。）期間中の社会保険料免除につい

て、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることにつ

いてもあわせて説明するよう留意すること。 

 

【参考】 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一

部を改正する法律案に対する附帯決議（令和３年４月１５日参議院厚生労働委員会）※衆議院厚

生労働委員会の附帯決議も同内容 

八、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、

休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的

な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。 

 

２．出生時育児休業申出及び育児休業申出について 

 

  出生時育児休業含む育児休業については、労働者がこれを円滑に取得できるよう

にするため、事業主においては、休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が

円滑に行われるようにするための雇用環境整備を行い、労働者の側においても、業

務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効

果的であるという意識を持つことが重要であることに留意すること。 

 

【参考】 

●男性の育児休業取得促進策等について（建議） 

２．必要な措置の具体的内容 

１．男性の育児休業取得促進策について 

（１）子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み 

 ○ 要件・手続き  

  （申出期限） 
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  ・現行の育児休業より短縮し、原則２週間前までとすることが適当である。ただし、職場環

境の整備などについて、今回の見直しにより求められる義務を上回るような取組を実施す

ることを過半数組合又は過半数代表との労使協定で定めている（※）事業所においては、

現行の育児休業と同様に１か月前までとしてよいこととすることが適当である。（略） 

    また、円滑な休業の取得のためには、事業主は労働者が申出期限にかかわらず早めに申

出しやすいよう工夫するとともに、労働者も早めに申出をすることが望ましい旨、指針に

おいて示すことが適当である。（略） 

 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一

部を改正する法律案に対する附帯決議（令和３年４月１５日参議院厚生労働委員会）※衆議院厚

生労働委員会の附帯決議も同内容 

五、事業主はその雇用する労働者に対して出生時育児休業の申出期限を適切に周知するとともに、

その申出期限にかかわらず事業主及び労働者双方が早期の休業申出に向けて互いに配慮するこ

とが望ましい旨を指針に明記すること。 

 

３．出生時育児休業期間中の就業について 

 

  育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度で

あることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中

の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求め

ることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはならないものであること。 

 

【参考】 

●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一

部を改正する法律案に対する附帯決議（令和３年４月１５日参議院厚生労働委員会）※衆議院厚

生労働委員会の附帯決議も同内容 

六、育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることか

ら、育児休業中は就業しないことが原則であり、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出

を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされることのないよう指針に

明記するとともに、違反が明らかになった場合には事業主に対して厳正な対処を行うこと。 

 

 

４．その他 

法改正に伴う所要の規定の整備を行う。 


